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(

大
阪
高
裁
平
成
一
九
年
一
二
月
一
八
日
判
決
、

平
成
一
九
年(

ネ)

第
二
一
二
七
号
、
保
証
債
務
履
行
請
求
控
訴
事
件
、
金
法
一
八
四
二
号
一
〇
三
頁
以
下
）

〔
判
決
要
旨
〕

一

い
わ
ゆ
る
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
無
権
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
、
無
権
代
理
人
に
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
わ

せ
る
こ
と
に
つ
き
、
顕
名
（
代
理
意
思
の
表
示
）
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
と
取
扱
い
を
異
に
す
る
理
由
は
な
い
と
解
さ

れ
る
か
ら
、
民
法
一
一
七
条
の
適
用
が
あ
る
。

二

本
件
に
お
い
て
、
信
用
保
証
委
託
契
約
書
な
い
し
金
銭
消
費
貸
借
契
約
証
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
連
帯
保
証
人
と
さ
れ
た
者
の
実

印
が
押
捺
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
連
帯
保
証
人
と
さ
れ
た
者
に
対
し
て
保
証
意
思
を
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( 2 )

確
認
す
べ
き
疑
念
事
情
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
こ
と
、
信
用
保
証
委
託
契
約
締
結
に
至
っ
た
経
緯
・
事
情
な

ど
を
総
合
す
る
と
、
Ｘ
信
用
保
証
協
会
が
、
Ｙ
に
対
し
代
理
権
を
証
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ず
、
ま
た
、
連
帯
保
証
人
と
さ
れ
た

者
に
保
証
意
思
の
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｘ
信
用
保
証
協
会
に
お
い
て
、
Ｙ
に
対
す
る
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責

任
追
求
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
過
失
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕
民
法
一
一
七
条

〔
事
実
〕

寿
司
屋
を
経
営
し
て
い
た
訴
外
Ｄ
は
、
事
業
資
金
と
し
て
、
昭
和
五
七
年
五
月
七
日
に
訴
外
Ａ
信
用
金
庫
か
ら
一
五
〇
〇
万
円
を

借
り
入
れ
た
。
右
借
入
れ
を
受
け
る
に
あ
た
り
、
Ｄ
は
Ｘ
信
用
保
証
協
会
（
原
告
、
控
訴
人
）
と
の
間
で
、
昭
和
五
七
年
四
月
二
六

日
付
け
で
信
用
保
証
委
託
契
約
（
以
下
、
昭
和
五
七
年
付
け
信
用
保
証
委
託
契
約
と
い
う
）
を
締
結
し
た
。
右
信
用
保
証
委
託
契
約

を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
Ｄ
は
、
妹
で
あ
る
Ｙ
（
被
告
、
被
控
訴
人
）
に
対
し
て
、
迷
惑
は
か
け
な
い
か
ら
、
信
用
保
証
委
託
契
約

書
の
連
帯
保
証
人
欄
に
Ｃ
（
Ｙ
の
夫
）
の
名
前
を
書
く
よ
う
に
依
頼
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
Ｃ
に
無
断
で
、
信
用
保
証
委
託
契
約

書
の
連
帯
保
証
人
欄
に
Ｃ
の
住
所
氏
名
を
記
載
し
、
Ｃ
の
実
印
を
持
ち
出
し
て
Ｃ
名
下
に
押
捺
し
た
。
ま
た
、
Ｙ
は
、
Ｄ
に
頼
ま
れ
、

信
用
保
証
委
託
契
約
書
の
主
債
務
者
Ｄ
お
よ
び
連
帯
保
証
人
Ｅ
の
住
所
氏
名
も
そ
れ
ぞ
れ
代
筆
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
、
Ｃ
に
無
断

で
、
Ｃ
の
印
鑑
登
録
手
帳
ま
た
は
印
鑑
登
録
カ
ー
ド
を
持
ち
出
し
、
役
場
で
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
Ａ
信
用
金
庫
の
担

当
職
員
に
信
用
保
証
委
託
契
約
書
と
と
も
に
右
印
鑑
登
録
証
明
書
を
手
渡
し
た
。
な
お
、
Ｘ
は
右
信
用
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る

際
に
、
Ｃ
に
保
証
意
思
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
な
い
。
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他
方
に
お
い
て
、
訴
外
Ｄ
は
、
事
業
資
金
と
し
て
、
昭
和
五
八
年
四
月
九
日
に
訴
外
Ｂ
銀
行
か
ら
五
〇
〇
万
円
を
借
り
入
れ
た
。

右
借
入
れ
を
受
け
る
に
あ
た
り
、
Ｄ
は
Ｘ
信
用
保
証
協
会
と
の
間
で
、
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
付
け
で
信
用
保
証
委
託
契
約
（
以

下
、
昭
和
五
八
年
付
け
信
用
保
証
委
託
契
約
と
い
う
。）
を
締
結
し
た
。
右
信
用
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
前
回
同

様
、
Ｄ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
信
用
保
証
委
託
契
約
書
の
連
帯
保
証
人
欄
に
Ｃ
の
名
前
を
書
く
よ
う
に
依
頼
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
、

Ｃ
に
無
断
で
、
信
用
保
証
委
託
契
約
書
お
よ
び
金
銭
消
費
貸
借
契
約
証
書
の
連
帯
保
証
人
欄
に
Ｃ
の
住
所
氏
名
を
記
載
し
、
Ｃ
の
実

印
を
持
ち
出
し
て
Ｃ
名
下
に
押
捺
し
た
。
ま
た
、
Ｙ
は
、
信
用
保
証
委
託
契
約
書
お
よ
び
金
銭
消
費
貸
借
契
約
証
書
の
連
帯
保
証
人

Ｅ
の
氏
名
を
代
筆
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
、
Ｃ
に
無
断
で
、
Ｃ
の
印
鑑
登
録
手
帳
ま
た
は
印
鑑
登
録
カ
ー
ド
を
持
ち
出
し
、
役
場
で

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
Ｂ
銀
行
の
担
当
職
員
に
信
用
保
証
委
託
契
約
書
お
よ
び
金
銭
消
費
貸
借
契
約
証
書
と
と
も
に
右

印
鑑
登
録
証
明
書
を
手
渡
し
た
。
な
お
、
Ｘ
は
右
信
用
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る
際
に
、
Ｃ
に
保
証
意
思
の
有
無
に
つ
い
て
確
認

を
し
て
い
な
い
。

昭
和
五
七
年
付
け
信
用
保
証
委
託
契
約
お
よ
び
昭
和
五
八
年
付
け
信
用
保
証
委
託
契
約
に
お
い
て
、
Ｄ
と
Ｘ
と
の
間
で
、
Ｄ
の
各

借
入
れ
に
つ
き
Ｘ
が
代
位
弁
済
を
し
た
と
き
は
、
Ｄ
は
Ｘ
に
対
し
、
代
位
弁
済
額
に
対
す
る
弁
済
の
日
の
翌
日
か
ら
年
一
八
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
（
年
三
六
五
日
の
日
割
計
算
）
に
よ
る
損
害
金
を
支
払
う
旨
の
合
意
が
な
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
六
〇
年
五
月
二
四
日
、
Ｘ
は
、
昭
和
五
七
年
付
け
信
用
保
証
委
託
契
約
に
基
づ
き
Ａ
信
用
金
庫
に
対
し
て
一
三
六
〇
万
三
一

三
四
円
を
、
昭
和
五
八
年
付
け
信
用
保
証
委
託
契
約
に
基
づ
き
Ｂ
銀
行
に
対
し
て
四
二
五
万
九
二
八
三
円
を
代
位
弁
済
し
た
。

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
お
よ
び
Ｃ
に
対
し
て
、
以
下
の
内
容
で
本
訴
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
五
七
年
付
け
信
用
保
証
委
託

契
約
に
関
し
て
は
、
求
償
金
元
本
一
一
七
八
万
五
二
二
四
円
（
代
位
弁
済
額
一
三
六
〇
万
三
一
三
四
円
か
ら
内
入
弁
済
額
一
八
一
万

七
九
一
〇
円
を
差
し
引
い
た
金
額
）
お
よ
び
最
終
内
入
弁
済
日
で
あ
る
平
成
一
三
年
七
月
三
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
損
害
金
三
七
二
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三
万
三
八
五
五
円
に
加
え
て
、
求
償
金
元
本
に
対
す
る
平
成
一
三
年
八
月
一
日
か
ら
完
済
ま
で
年
一
八
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

に
よ
る
金
員
の
支
払
を
求
め
、
昭
和
五
八
年
付
け
信
用
保
証
委
託
契
約
に
関
し
て
は
、
求
償
金
元
本
二
八
六
万
二
七
三
〇
円
（
代
位

弁
済
額
四
二
五
万
九
二
八
三
円
か
ら
内
入
弁
済
額
一
三
九
万
六
五
五
三
円
を
差
し
引
い
た
金
額
）
お
よ
び
最
終
内
入
弁
済
日
で
あ
る

平
成
一
三
年
七
月
三
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
損
害
金
一
〇
一
〇
万
〇
一
六
九
円
に
加
え
て
、
求
償
金
元
本
に
対
す
る
平
成
一
三
年
八

月
一
日
か
ら
完
済
ま
で
年
一
八
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
金
員
の
支
払
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

第
一
審
（
大
津
地
裁
平
成
一
九
年
六
月
二
九
日
判
決
）
は
、
Ｘ
の
Ｃ
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
、
Ｃ
の
住
所
、
氏
名
の
署
名
お
よ

び
押
印
は
、
Ｃ
に
無
断
で
Ｙ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
棄
却
し
た
。
ま
た
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
請
求
（
民
法
一
一

七
条
一
項
に
基
づ
く
履
行
請
求
）
に
つ
い
て
、「
金
銭
債
務
の
保
証
を
専
門
業
務
と
す
る
原
告
は
、
単
に
印
鑑
登
録
証
明
書
に
よ
り

信
用
保
証
委
託
契
約
書
に
Ｃ
の
実
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
が
Ｃ
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
こ
と
も
確
認
す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
告
は
、
昭
和
五
七
年
付
信
用
保
証
委
託
契
約
締
結
の
際

も
、
昭
和
五
八
年
付
信
用
保
証
委
託
契
約
締
結
の
際
も
、
い
ず
れ
も
Ｃ
の
保
証
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
お
り
、
過

失
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
棄
却
し
た
。

こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
の
み
を
相
手
取
り
、
控
訴
し
た
。

〔
判
旨
〕
原
判
決
取
消
・
全
部
請
求
認
容

本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
無
権
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
無
権
代
理
人

に
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
つ
き
、
顕
名
（
代
理
意
思
の
表
示
）
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
と
取

り
扱
い
を
異
に
す
る
理
由
は
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
本
件
に
つ
い
て
も
、
民
法
一
一
七
条
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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( 5 )

上
記
認
定
の
と
お
り
、
本
件
に
お
い
て
、
控
訴
人
が
、
被
控
訴
人
に
対
し
代
理
権
を
証
す
る
書
類
を
提

(

マ
マ)

出
を
求
め
た
り
、
Ｃ
に
保

証
意
思
の
確
認
を
行
う
な
ど
し
た
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
上
記
認
定
の
と
お
り
、
被
控
訴
人
は
、
Ｄ
の
妹
で
あ
り
、
ま
た
、
Ｃ
は
、
Ｄ
の
義
弟
で
あ
る
こ
と
、
本
件
は
、
い
わ
ゆ

る
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
て
お
り
、
顕
名
（
代
理
意
思
）
が
表
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
控
訴
人
に
お
い

て
、
Ｃ
の
連
帯
保
証
に
つ
き
、
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、

控
訴
人
に
お
い
て
、
被
控
訴
人
あ
る
い
は
Ｃ
に
代
理
権
の
授
権
の
有
無
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
各

信
用
保
証
委
託
契
約
書
（
�証
拠
略
�）
な
い
し
金
銭
消
費
貸
借
契
約
証
書
（
�証
拠
略
�）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
の
実
印
が
押
捺
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
印
鑑
登
録
証
明
書
が
そ
れ
ぞ
れ
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
偽
造
を
疑
う
べ
き
疑
念
事
情
の
存
在
が
認
め
ら
れ

な
い
限
り
、
控
訴
人
に
お
い
て
、
本
件
連
帯
保
証
が
Ｃ
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
推
認
す
る
の
は
不
合
理
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、

本
件
に
お
い
て
、《
証
拠
略
》
の
信
用
保
証
委
託
契
約
書
の
主
債
務
者
Ｄ
、
Ｃ
、
連
帯
保
証
人
Ｅ
の
住
所
、
氏
名
の
筆
跡
は
同
一
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
、《
証
拠
略
》
の
信
用
保
証
委
託
契
約
書
に
お
い
て
も
、
Ｄ
、
Ｅ
の
氏
名
の
筆
跡
も
同
一
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
が
、
主
債
務
者
な
い
し
連
帯
保
証
人
の
住
所
氏
名
等
の
代
筆
は
、
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
特
に
本
件
に
お
い
て
は
、

そ
の
身
分
関
係
（
夫
婦
、
兄
妹
）
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
他
の
身
内
の
代
筆
す
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
中

略)

、
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、
控
訴
人
に
お
い
て
、
偽
造
を
疑
い
、
Ｃ
に
保
証
意
思
を
確
認
す
べ
き
ほ
ど
の

疑
念
事
情
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
ず
、
ま
た
、
他
に
控
訴
人
に
お
い
て
、
Ｃ
に
保
証
意
思
を
確
認
す
べ
き
疑
念
事
情
が
あ
る
こ
と
を

認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
こ
と
、
上
記
認
定
の
本
件
信
用
保
証
委
託
契
約
締
結
に
至
っ
た
経
緯
・
事
情
な
ど
を
総
合
す
る
と
、

控
訴
人
が
、
被
控
訴
人
に
対
し
代
理
権
を
証
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ず
、
ま
た
、
Ｃ
に
保
証
意
思
の
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
控
訴
人
に
お
い
て
、
被
控
訴
人
に
対
す
る
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
追
求
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
過
失
が
あ
る
と
い
う

署名代理の法的構造
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こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
被
控
訴
人
は
、
控
訴
人
に
対
し
、
民
法
一
一
七
条
一
項
に
よ
り
、
Ｃ
が
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
た
連
帯
保
証
人
と
し

て
の
債
務
と
同
一
の
債
務
（
中
略
）
を
履
行
す
る
義
務
が
あ
る
。

〔
参
照
〕

〔
最
高
裁
判
旨
〕

本
件
申
立
て
の
理
由
に
よ
れ
ば
、
本
件
は
、
民
訴
法
三
一
八
条
一
項
に
よ
り
受
理
す
べ
き
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

〔
研
究
〕
結
論
反
対

一

本
件
は
、
原
告
が
被
告
に
対
し
無
権
代
理
人
の
責
任
を
追
及
し
た
の
に
対
し
、
被
告
は
、
原
告
に
は
民
法
一
一
七
条
二
項
に
い

う
過
失
が
あ
る
と
し
て
、
被
告
は
無
権
代
理
人
の
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
し
て
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
一

つ
の
特
徴
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
署
名
代
理
の
方
法
で
代
理
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
本

件
に
お
い
て
、
署
名
代
理
の
方
法
で
な
さ
れ
た
各
信
用
保
証
委
託
契
約
を
代
理
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
原
審
、
本
判
決
と
も
に
、
民
法
一
一
七
条
二
項
の
適
用
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
本
件
が
代
理
の
問
題
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
は
や
無
権
代
理
人
の
責
任
を
論
じ
る
余
地
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
は
、
最
終
的
に
最
高
裁
に
お
い
て
上
告
不
受
理
決
定
を
受
け
て
い
る
。

神戸学院法学 第39巻第１号
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二

一
般
に
、
署
名
代
理
と
は
、
代
理
人
が
、
自
己
の
名
称
を
示
さ
ず
、
本
人
の
名
称
だ
け
を
示
し
て
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
と
理

解
さ
れ
て
い
る
（
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅰ
総
則
』(

平
成
一
七
年
、
第
二
版
、
有
斐
閣
）
三
二
〇
頁)

。
本
判
決
は
、
署
名
代
理
の

方
法
に
よ
り
無
権
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、「
無
権
代
理
人
に
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
つ

き
、
顕
名
（
代
理
意
思
の
表
示
）
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
と
取
り
扱
い
を
異
に
す
る
理
由
は
な
い
」
と
し
て
、
本
件
に

民
法
一
一
七
条
の
適
用
を
認
め
る
。
ま
た
、
民
法
一
一
七
条
二
項
の
過
失
の
有
無
の
認
定
に
際
し
て
、「
本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
署
名

代
理
の
方
法
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
て
お
り
、
顕
名
（
代
理
意
思
）
が
表
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
控
訴
人
に
お
い
て
、
Ｃ

の
連
帯
保
証
に
つ
き
、
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
控
訴

人
に
お
い
て
、
被
控
訴
人
あ
る
い
は
Ｃ
に
代
理
権
の
授
権
の
有
無
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
原

告
が
、
被
告
に
対
し
代
理
権
を
証
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
ず
、
ま
た
、
本
人
（
Ｃ
）
に
保
証
意
思
の
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
民
法
一
一
七
条
二
項
の
過
失
に
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。
本
判
決
が
、
署
名
代
理
に
も
民
法
一
一
七
条
の
適
用
が
あ
る
と
し
た

う
え
で
、
右
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
原
告
に
過
失
を
認
め
ず
、
本
人
に
無
断
で
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
被
告
に
無
権
代
理
人

の
責
任
を
認
め
た
と
こ
ろ
に
、
本
判
決
の
利
益
衡
量
が
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
を
代
理
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
、
い
く
つ
か
矛
盾
が
生
じ
る
。
第
一
に
、
無
権
代
理
人
の
相
手
方
の
信

頼
の
対
象
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
一
方
に
お
い
て
、
署
名
代
理
を
代
理
と
構
成
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
、
原
告
の
過
失

の
有
無
の
認
定
に
際
し
て
は
、
原
告
は
、
Ｃ
の
連
帯
保
証
に
つ
き
、
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
識

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｃ
に
代
理
権
の
授
権
の
有
無
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。
要
す
る
に
、

本
来
、
民
法
一
一
七
条
が
保
護
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
相
手
方
の
代
理
権
に
対
す
る
信
頼
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
第
二
に
、
過
失
の
有
無
の
認
定
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
原
告
が
Ｃ
に
「
保
証
意
思
の
確
認
」

署名代理の法的構造
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を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
原
告
の
過
失
に
は
あ
た
ら
な
い
旨
、
判
示
す
る
。
し
か
し
、
民
法
一
一
七
条
二
項
の
過
失
は
、
代
理
人

と
し
て
契
約
を
し
た
者
が
代
理
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
、
仮
に
原

告
が
本
人
に
確
認
を
と
る
と
し
た
な
ら
ば
、「
保
証
意
思
の
確
認
」
と
い
う
法
律
行
為
（
保
証
契
約
）
の
効
果
意
思
そ
の
も
の
で
は

な
く
、「
代
理
権
授
与
の
確
認
」
と
い
う
、
い
わ
ば
法
律
行
為
の
付
款
（
代
理
行
為
の
効
果
が
本
人
に
帰
属
す
る
た
め
の
要
件
）
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
る
の
は
、
本
判
決
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
顕
名
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
署
名
代
理
が
問
題
と
な
る
の
は
、
民
法
上
の
法
律
行
為
に
か
ぎ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
手
形
法
上
の
法
律
行
為
（
手

形
行
為
）
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
手
形
行
為
に
お
け
る
署
名
代
理
に
つ
い
て
概
観
し
、
本
件
に
お
け
る
各
信
用
保
証

委
託
契
約
の
法
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

三

手
形
行
為
に
お
い
て
代
理
を
行
う
た
め
に
は
、
手
形
面
上
に
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
代
理
人
が
自
己
の
署
名
（
記

名
捺
印
を
含
む
）
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
効
果
帰
属
主
体
た
る
本
人
の
名
義
、
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
（
顕
名
）
お

よ
び
行
為
者
た
る
代
理
人
の
署
名
が
手
形
面
上
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
Ｙ
が
Ｃ
の
た

め
に
手
形
行
為
を
代
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
Ｙ
の
署
名
の
み
を
な
し
、
手
形
外
に
お
い
て
、
相
手
方
に
Ｃ
の
た
め
に
手
形
行
為
を

な
す
こ
と
を
示
し
て
も
、
そ
の
手
形
行
為
の
効
果
は
Ｃ
に
は
帰
属
し
な
い
（
Ｙ
自
身
の
手
形
行
為
と
し
て
成
立)

。
手
形
行
為
は
書

面
行
為
で
あ
る
た
め
、
手
形
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
手
形
行
為
に
は

商
法
五
〇
四
条
の
適
用
は
な
く
、
民
法
一
〇
〇
条
た
だ
し
書
の
適
用
も
な
い
（
鈴
木
竹
雄
『
手
形
法
・
小
切
手
法
』(

昭
和
三
二
年
、

有
斐
閣
）
一
四
九
―
一
五
〇
頁)

。
右
の
例
と
は
異
な
っ
て
、
Ｙ
が
振
出
人
欄
に
直
接
本
人
Ｃ
の
署
名
を
な
し
て
手
形
を
振
り
出
し

神戸学院法学 第39巻第１号
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た
場
合
、
つ
ま
り
署
名
代
理
の
場
合
に
は
、
Ｙ
に
右
権
限
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
Ｃ
に
当
該
手
形
行
為
の
効
果
が
帰
属
す
る
。
し
か

し
、
こ
の
場
合
に
Ｃ
に
効
果
帰
属
す
る
の
は
、
当
該
手
形
行
為
が
、
代
理
行
為
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
Ｃ
自
身
の

手
形
行
為
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
Ｙ
は
Ｃ
の
手
足
（
機
関
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
た
め
、

当
該
手
形
行
為
に
Ｙ
の
人
格
は
現
れ
な
い
の
で
あ
る
（
大
隅
健
一
郎
＝
河
本
一
郎
『
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
』(

昭
和
五
二
年
、

有
斐
閣
）
八
一
頁
以
下)

。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
、
Ｙ
に
代
行
権
限
が
な
い
と
き
に
は
、
当
該
手
形
行
為
は
無
効
と
な
る
。
な
ぜ
な

ら
、
当
該
手
形
行
為
は
本
人
の
手
形
行
為
と
し
て
成
立
す
る
が
、
本
人
に
は
手
形
債
務
負
担
意
思
（
効
果
意
思
）
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。確

か
に
、
一
般
的
な
法
律
行
為
と
比
べ
、
手
形
行
為
に
は
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
代
理
に
お
い
て
、
三
つ
の
人
格

（
本
人
、
代
理
人
、
相
手
方
）
が
現
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
、
本
人
に
効
果
が
帰
属
す
る
た
め
の
要
件
、
す
な
わ
ち
、
顕
名
、

代
理
権
の
存
在
お
よ
び
代
理
人
・
相
手
方
間
の
有
効
な
法
律
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
法
律
行
為
も
手
形
行

為
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

右
考
察
を
も
と
に
、
以
下
に
お
い
て
は
、
原
告
に
民
法
一
一
七
条
二
項
の
過
失
は
な
い
と
し
た
本
判
決
の
理
由
を
考
察
し
、
本
件

に
お
け
る
署
名
代
理
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

四

本
判
決
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
、
原
告
が
、
被
告
に
対
し
代
理
権
を
証
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
Ｃ

に
保
証
意
思
の
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
過
失
」
に
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
署
名
代
理
の
方
法

に
よ
り
代
理
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
原
告
が
認
識
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
原
告
に
お
い
て
、
被
告
あ
る
い
は
Ｃ
に

代
理
権
の
授
権
の
有
無
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
（
第
一
の
理
由)

、
第
二
に
、
各
信
用
保
証
委
託
契

署名代理の法的構造
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約
書
な
い
し
金
銭
消
費
貸
借
契
約
証
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
の
実
印
が
押
捺
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
印
鑑
登
録
証
明
書
が
そ
れ
ぞ
れ

添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
告
に
お
い
て
、
本
件
連
帯
保
証
が
Ｃ
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
推
認
す
る
の
は
不
合
理
で
は
な
い

こ
と
（
第
二
の
理
由)

、
第
三
に
、
主
債
務
者
な
い
し
連
帯
保
証
人
の
住
所
氏
名
等
の
代
筆
は
、
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
特

に
本
件
に
お
い
て
は
、
身
分
関
係
（
夫
婦
、
兄
妹
）
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
他
の
身
内
の
代
筆
を
す
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、
原
告
に
お
い
て
、
偽
造
を
疑
い
、
Ｃ
に
保
証
意
思
を
確
認
す
べ
き

疑
念
事
情
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
こ
と
（
第
三
の
理
由
）
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
原
告
が
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
代
理
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
は
、
原
告
と
被
告
が
実
際
に
会
う
こ
と
な
く
締
結
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
（
隔
地
者
間
の
契
約)
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
が
対
話
者
間
の
契
約
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
連
帯
保
証
人
欄
に
は
男
性
の
名

義
（
Ｃ
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
目
の
前
に
い
る
者
が
女
性
（
被
告
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
般
的
に
、
相
手
方
（
原
告
）

は
、
被
告
は
別
人
格
で
あ
る
Ｃ
の
た
め
に
法
律
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
、
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
る
代
理
も
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
く

署
名
代
理
と
い
っ
て
も
、
代
理
行
為
を
行
う
者
が
自
ら
意
思
決
定
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
単
に
本
人
の
表
示
機
関
と
し
て
行
為
（
代

行
行
為
）
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
（
我
妻
榮
＝
有
泉
亨
＝
清
水
誠
＝
田
山
輝
明
『
我
妻
・
有
泉
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
法
│

総
則
・
物
権
・
債
権
』(

平
成
二
〇
年
、
第
二
版
、
日
本
評
論
社
）
二
三
二
―
二
三
三
頁
参
照)

。
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
が
自
ら

意
思
決
定
を
な
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
代
理
と
し
て
と
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
代
理
に
お
い
て
は
、
行
為
者
は
代
理
人
、

効
果
帰
属
者
は
本
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
代
行
に
お
い
て
は
、
行
為
者
か
つ
効
果
帰
属
者
は
本
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
示
機
関

（
使
者
）
の
人
格
は
現
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
お
よ
び
効
果
帰
属
者
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
本
件
各
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信
用
保
証
委
託
契
約
に
お
い
て
は
、
相
手
方
（
原
告
）
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
の
人
格
が
全
く
現
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
代
行

行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
手
形
行
為
の
代
理
に
お
い
て
は
、
手
形
面
に
お
い
て
顕
名
を
し
な
け

れ
ば
、
い
く
ら
手
形
外
に
お
い
て
顕
名
を
し
よ
う
と
も
、
本
人
自
身
の
手
形
行
為
と
し
て
成
立
す
る
。
当
該
手
形
行
為
に
代
理
行
為

を
し
た
者
の
人
格
が
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
本
件
の
よ
う
に
、
隔
地
者
間
の
契
約
に
お
い
て
署
名
代
理
が
な
さ

れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
代
理
行
為
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
代
行
行
為
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
人
に

代
わ
っ
て
行
為
を
な
し
た
者
の
人
格
が
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

隔
地
者
間
の
契
約
に
お
い
て
署
名
代
理
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
契
約
が
代
理
で
あ
ろ
う
と
代
行
で
あ
ろ
う
と
、
本

人
に
代
わ
っ
て
行
為
を
な
し
た
者
に
当
該
権
限
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
本
人
に
効
果
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
差
異
は
な
い
。
し

か
し
、
本
人
に
代
わ
っ
て
行
為
を
な
し
た
者
に
当
該
権
限
が
な
い
場
合
に
は
、
代
理
の
場
合
に
は
無
権
代
理
人
の
規
定
等
の
適
用
の

余
地
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
代
行
の
場
合
に
は
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
る
と
い
う
差
異
が
生
じ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い

て
、
ま
ず
は
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
の
法
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
本
判
決
が
、
顕
名
（
代
理
意

思
）
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
か
つ
、
原
告
に
お
い
て
、
Ｃ
の
連
帯
保
証
に
つ
き
、
署
名
代
理
の
方
法
に
よ
り
代
理
行
為
が
な

さ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
を
代
理
と
し
て
構
成

し
た
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
に
お
け
る
被
告
の
行
為
を
代
行
行
為
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
本
判
決
自
身
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
判
決
が
、
印
鑑
登
録
証
明
書
が
そ
れ
ぞ
れ
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
告

に
お
い
て
、
本
件
連
帯
保
証
が
本
人
Ｃ
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
推
認
す
る
の
は
不
合
理
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
（
第
二
の
理

由
）
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
本
判
決
の
い
う
Ｃ
の
意
思
と
い
う
の
は
、
本
件
連
帯
保
証
に
お
け
る
効
果
意
思
の
こ
と
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
に
疑
い
は
な
か
ろ
う
。
本
件
連
帯
保
証
に
お
け
る
効
果
意
思
が
本
人
に
お
い
て
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
件
連
帯

保
証
を
含
む
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
の
行
為
者
は
本
人
Ｃ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
、
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約

が
代
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
連
帯
保
証
の
効
果
意
思
は
代
理
人
（
被
告
）
に
お
い
て
問
題
に
な
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
判
決
に
お
け
る
第
二
の
理
由
は
、
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
が
代
行
の
方
法
で
な
さ
れ
た
こ
と
の
理
由
付
け
で
あ
り
、

原
告
に
お
け
る
民
法
一
一
七
条
二
項
の
過
失
の
有
無
を
認
定
す
る
た
め
の
材
料
に
は
な
ら
な
い
。
民
法
一
一
七
条
が
保
護
の
対
象
と

し
て
い
る
の
は
相
手
方
の
代
理
権
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
三
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
本
判
決
は
、
筆
跡
が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、
原
告
に
お
い
て
、
偽

造
を
疑
い
、
Ｃ
に
保
証
意
思
を
確
認
す
べ
き
疑
念
事
情
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
原
告
に
民
法
一
一
七
条
二
項
の
過
失
は
な

い
と
す
る
。
し
か
し
、
Ｃ
に
保
証
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
代
理
権
の
存
在
に
つ
い
て

の
過
失
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。

五

そ
も
そ
も
、
代
理
行
為
の
効
果
が
本
人
に
帰
属
す
る
た
め
に
は
顕
名
が
必
要
で
あ
る
（
民
法
九
九
条
一
項)

。
代
理
行
為
の
効

果
が
代
理
人
と
は
別
人
格
で
あ
る
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
相
手
方
の
期
待
を
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
考
え
れ
ば
、
署
名
代
理
の
場
合
に
、
顕
名
が
あ
る
と
し
て
本
人
に
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
は
、
相
手
方
が
、
所
与
の
事
情

か
ら
行
為
者
と
本
人
と
は
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
四
宮
和
夫
＝
能
見
善
久

『
民
法
総
則
』(

平
成
一
七
年
、
第
七
版
、
弘
文
堂
）
二
八
六
頁)

。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
、
対
話
者
間
の
契
約
に
お
い
て
署
名

代
理
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
所
与
の
事
情
か
ら
、
相
手
方
が
、
行
為
者
（
目
の
前
に
現
れ
て
い
る
者
）
と
本
人
と
は
別
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
余
地
は
あ
る
が
、
隔
地
者
間
の
契
約
に
お
い
て
署
名
代
理
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
為
者
（
本
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人
の
代
わ
り
に
行
為
を
な
し
た
者
）
の
人
格
は
全
く
現
れ
ず
、
本
人
の
人
格
し
か
現
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
を
代
理
と
し
て
構
成
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
対
話
者
間
の
契
約
に
お
け
る
署
名
代
理
の
場
合
に
、
顕
名
が
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
行
為
者
の
人

格
し
か
現
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
行
為
者
自
身
に
効
果
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
（
民
法
一
〇
〇
条
本
文
）
の
に
対
し
て
、

隔
地
者
間
の
契
約
に
お
け
る
署
名
代
理
の
場
合
に
は
、
本
人
の
人
格
し
か
現
れ
な
い
の
で
、
本
人
自
身
の
行
為
と
し
て
効
果
が
本
人

に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
場
合
、
本
人
の
表
示
機
関
た
る
者
に
権
限
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
、
何
ら

権
限
の
な
い
者
に
よ
っ
て
勝
手
に
本
人
の
名
義
が
使
用
さ
れ
て
な
さ
れ
た
行
為
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
本
人
が
責
任
を
負
う
い
わ
れ
は

な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
本
人
の
表
示
機
関
た
る
者
の
人
格
が
現
れ
て
い
な
い
以
上
、
相
手
方
と
こ
の
者
と
の
間
で
契
約
が
成
立

す
る
と
考
え
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。

六

本
件
に
お
い
て
は
、
各
信
用
保
証
委
託
契
約
に
お
い
て
被
告
の
人
格
は
現
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
代
理
で
は

な
く
、
代
行
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
人
Ｃ
が
、
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
に
お
け
る
行
為
者
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
人
に
連
帯
保
証
の
効
果
意
思
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
原
則
と
し
て
本
件
各
信
用
保

証
委
託
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
各
信
用
保
証
委
託
契
約
が
原
告
と
被
告
と
の
間
で
成
立
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
代
理
と
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
本
件
は
、
被
告
に
無
権
代
理
人
の
責
任
を
問
う
こ
と
も
で
き
な
い
事
案
と
い

え
よ
う
。

な
お
、
本
件
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
等
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
岡
孝

「
無
権
代
理
人
の
責
任
」
判
タ
六
五
六
号
九
四
頁
以
下
、
九
七
頁
参
照)
。
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